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[湯田ダム] 流木を無償提供します
　～薪、流木アート、工作などに活用してみませんか～

■流木提供場所
　流木提供場所は２箇所用意していますので、ご利用しやすい方にお越しください。
　　提供場所①：湯田ダム流木置き場（西和賀町杉名畑地内）
　　提供場所②：西和賀町公共駐車場内[銀河ホール隣]（西和賀町上野々39地割190番地2）
　※それぞれの場所は別添の位置図にてご確認ください。
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　湯田ダムでは、洪水などによりダムに流れ着いた流木を、処分経費の縮減や、資源の有
効活用を目的として、希望される方に無償提供します。
　無償提供は、10月18日（月）～10月29日（金）までの期間で先着順とし、無くなり次第終
了となりますので、ご了承ください。
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北上川ダム統合管理事務所  湯田ダム管理支所
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＜問い合わせ先＞
国土交通省　東北地方整備局　北上川ダム統合管理事務所

〒020-0123　盛岡市下厨川字四十四田１番地

＜流木提供状況（昨年の積込み状況）＞＜今年の流木提供全体量＞

＜洪水等によりダムに流れ着く状況＞
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【別添資料】

■その他注意事項
　①事故の無いよう十分に注意してください。流木提供に係る作業中に発生
　　した事故・けが・トラブル等はご利用者自身の責任となります。
　②第三者への販売等は、行わないでください。
　③配布された流木は、有効活用することを前提として、必要分をお持ち帰
　　りください。
　④持ち帰った流木を使用せずに廃棄する場合は、各自治体のゴミ処分方法
　　に従って処分してください。不法投棄は処罰されますので、ご注意くだ
　　さい。
　⑤過積載とならないよう注意してください。
　⑥状況確認等のため定期的に巡回しますので、その場で指導等受けた場合
　　はそれに従うようにしてください。ルールを守らない方が多いと来年度
　　以降の提供を中止する場合があります。
　⑦流木提供場所でも新型コロナ感染対策（ソーシャルディスタンス確保
　　等）をお願いします。

■提供の方法
　・流木置き場から、ご自由にお持ちください（お申込は不要です）。

■提供量
　・提供量については、特段定めていませんが、個人利用の範囲内でお願い
　　します。他の提供を希望される方に配慮し、自家消費できる必要分のみ
　　お持ちください。先着順となりますので無くなり次第終了となります。
　＜参考＞今回のストック量は、それぞれの場所に約50m3程度です。
　　　　（1箇所あたり軽トラック約60台分相当 ： 1台＝0.8m3で計算）

■流木の状態
　・今回提供する流木は、幹の太さ　直径5cm程度～、長さ30cm～1m程
　　度の状態に切断済みです。

■流木提供場所（詳細は位置図参照）
　提供場所①：湯田ダム流木置き場（西和賀町杉名畑地内）
　提供場所②：西和賀町公共駐車場内[銀河ホール隣]
　　　　　　　（西和賀町上野々39地割190番地2）

■流木提供時間
　提供場所①：平日の9:00 ～ 16:00まで
　　　　　　　※上記時間帯以外は入口を施錠しますので、無断で立ち入ら
　　　　　　　　ないようお願いいたします。
　提供場所②：初日の9:00 ～ 常時開放（夜間・土日も可）



湯田ダム 流木提供箇所位置図
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出典：国土地理院地図に流木提供箇所等を追記して掲載
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至 秋田県横手市

至 雫石町

※道の駅「錦秋湖」付近～ゆだ錦秋湖停車場線交差点区間は

全面通行止めとなっています。

西和賀町方面から提供場所①へ、又は北上市方面から提供

場所②へ向かう際は、北上西IC～湯田IC間を経由する必要
がありますのでご注意ください。
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